
愛媛県理学療法士会会員の皆様へ 

１．令和 3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要について   

令和 3 年 2 月 4 日（木）に開催されました障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおい

て、令和 3 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要等が示されました。 

○令和 3 年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容（厚生労働省資料） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000733747.pdf 

○令和 3 年度障害福祉サービス等報酬改定の概要（厚生労働省資料） 

 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000733748.pdf 

 

主な改定内容に示されている理学療法士に関わる主な改定結果は以下のとおりです。   

・医療型短期入所の受入体制強化として日中活動支援の評価（P10） 

・医療的ケア児の基本報酬の創設（障害児通所支援）（P12） 

・放課後等デイサービスの報酬体系等の見直し（P13） 

・児童発達支援センターの報酬等の見直し（P14） 

・児童発達支援事業所（センター以外）の報酬等の見直し（P15） 

・障害福祉現場の業務効率化のための ICT 活用（P19） 

・医療連携体制加算の見直し ～医療的ケアの単価の充実等～（P20） 
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